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報 道 関 係 各 位 
令和５年６月１日 

北本市教育委員会 教育総務課 

総務・政策担当 落合 

048-594-5561 

a04400@city.kitamoto.lg.jp 

支給積算方法 

予 算 額 

支給方法 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内小中学校に通う児童生徒の 

５ヵ月分の給食費相当額を交付します 

～本年度の給食費負担ゼロへ～ 

〇小学校費 
給食費 4,500 円×物価高騰見込み率 15％×児童数 2,600 人×5 カ月分＝ 
877 万 5,000 円（給食費高騰相当額） 
給食費 4,500 円×児童数 2,600 人×５カ月分＝ 
5,850 万円（給食費基本相当額） 
 
〇中学校費 
給食費 5,200 円×物価高騰見込み率 15％×生徒数 1,388 人×5 カ月分＝ 
541 万 3,200 円（給食費高騰相当額） 
給食費 5,200 円×生徒数 1,388 人×5 カ月分＝ 
3,608 万 8,000 円（給食費基本相当額） 
※児童生徒数については、令和 5 年 4 月 1 日現在の人数。 

① 各学校より市教育委員会あてに申請、市教育委員会において審査。 

② 市教育委員会において支給決定、各学校給食会計へ振込。 

物価の高騰が長期化する中で、児童・生

徒の保護者負担軽減として、学校会計へ

５ヵ月分の給食費相当額（給食食材費の

高騰相当額を含む）を交付します。 
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報 道 関 係 各 位 令和５年６月１日 

北本市役所 学校教育課 

指導担当 長谷川 

０４８-５９４-５５６４ 

a04500@city.kitamoto.lg.jp 

対話的に学び合う児童の育成 
〜児童も教師も楽しい道徳教育を⽬指して〜

道徳教育研究推進モデル校 

予 算 額 

モデル校 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 西小学校は埼玉県教育委員会委嘱・道徳教育研究推進モデル校として、令和５・６年度の２か

年に渉り道徳教育の研究を推進します。 

 西小学校では、家庭や地域との連携を一層深め、コミュニケーション能力を向上させるべく児童

の表現力の育成を目指した研究を進めています。 

対話的に学び合う授業を展開することで、「考え、議論する道徳」を他教科と関連付けながら実

践します。その中で、児童も教師も楽しいと感じる道徳教育を実現させ、対話的に学び合う児童の

育成を目指していきます。 

担当者コメント   

本市の特色を生かした道徳教育を推進し、本市教育基本理念の実現ととも
に、心豊かな児童生徒の育成を目指していきます。また、その取組の成果を市
内各小・中学校で共有することにより、本市の道徳教育を更に充実させてまいり
ます。 

県委嘱 
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報 道 関 係 各 位 令和５年６月１日 

北本市役所  

（区画整理事業に関すること） 

久保土地区画整理事務所 

048-593-1165 

（遺跡保存に関すること） 

文化財保護課 

048-594-5566 

〜⻑年にわたる重要課題の解決に向けて見直し案を推進〜 

久保特定土地区画整理事業の早期完成 
とデーノタメ遺跡の共存 

見直し案のポイント 

これまでの主な取組 予算総額 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  希少な野生動物への配慮、区域内に存在するデーノタメ遺跡との共存、資金

計画など、複雑化した様々な課題を抱え、現在の土地区画整理事業は大幅な

遅れが生じています。 

  区域内にお住まいの地権者の皆様のためにも、土地区画整理事業の早期完

了に向けた見直し案を推進するとともに、国の宝であるデーノタメ遺跡の国指定

史跡化に向けて、手続き等に必要な予算を市議会へ提出します。 

三宮市長よりコメント 

長年にわたる本市の重要課題の解決に向けて、１期目の就任直後から 

取組を進めてまいりました。見直し案を推進することで、今後のまちの将来

像を確立してまいります。                                

除外想定区域 
（約 9.8ha） 施行区域 

（約 34.2ha） 

  デーノタメ遺跡を含む遺跡周辺エリアを

区画整理区域から除外。            

➡ 事業費を縮減・事業期間を短縮 

  遺跡の国指定史跡化を目指す。  

➡ 国の補助金を活用 

  都市計画道路西仲通線を西側迂回。 

➡ 早期に都市計画道路を整備 

  1,924 万 8,000 円 

○都市計画決定図書作成等業務委託 

（都市計画道路・用途地域）  633 万 5,000 円 

（土地区画整理事業）      341 万 1,000 円 

○実施計画(変更)作成等業務委託  925 万 1,000 円 

○文化庁出張職員旅費          25 万 1,000 円 

・見直し検討業務、庁内調整会議 

・地権者の皆様への説明、個別相談 

・市民の皆様への周知、説明 

・見直しに関する地権者アンケート 

・遺跡の国指定に関する意向確認 

・関係機関との協議 

・市議会への説明 
広報きたもと特集記事 

令和４年１２月号 
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報 道 関 係 各 位 令和５年６月１日 

北本市役所 学校教育課 

指導担当 前島 

０４８-５９４-５５６４ 

a04500@city.kitamoto.lg.jp 

日 時 

中丸小５年生が北海道羅臼町の 

小学生とオンライン交流学習！ 

流 れ 

参加者 

場 所 

  
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度の交流の様子 写真データ提供可 

 北本市では、昨年度から北海道目梨郡羅臼町との交流を開始し、交流事業の第１弾として学校間交流を

実施しました。今年度も学校間交流を継続し、中丸小学校の５年生が総合的な学習の時間の中で北海道羅

臼町立春松小学校の５年生とオンラインによる交流学習を行います。 

 互いに学校の特色や行事、文化・自然・観光等について発表・質問を行う予定です。交流学習を通して、

遠く離れた羅臼町と北本市の共通点や相違点に気づくことで、互いの地域についての理解を深めます。 

 

7 月 19 日(水)８:３０～ 

北本市立中丸小学校５年生、北海道羅臼町立春松小学校５年生 

担当者コメント                                                         
 本市にない特徴を有している羅臼町の児童と交流することは、大変貴重な体験となりま

す。日々の学習を生かしながら、充実した交流学習となることを期待しています。今後も

交流事業が継続できるよう、市教育委員会としても支援していきます。 

取材等連絡先：学校教育課指導担当 前島 TEL：048-594-5564 

当 日 対 応 者：北本市立中丸小学校 教頭 田口 TEL：048-591-2006 

交流 

継続 

北本市立中丸小学校 

多目的室･多目的ホール 

 ８：３０～ 始めの会 
 ８：３５～ 北本市立中丸小学校児童 発表・質問 
 ９：０５～ 羅臼町立春松小学校児童 発表・質問 
 ９：４０～ 終わりの会 

資料２

－4－

mailto:a04500@city.kitamoto.lg.jp


報 道 関 係 各 位 令和 5 年 6 月 1 日 

北本市役所 政策推進部 

市長公室 

シティプロモーション・広報担当 

０４８-511-9119 

コミュニティ工房＆シェアスタジオがオープンします 
大型団地「北本団地」商店街の新たなコミュニティ拠点 

ふるさと納税型クラウドファンディングの活用 

プレオープン 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

本市では、２,０００戸を超える大型団地「北本団地」を舞台に地域活性化に取
り組むプロジェクトを市内事業者等と連携し、推進しています。 
 
令和５年６月２４日（土）、団地商店街の３つ目の拠点となる『エンバイボック
ス』『うえのへや写真館』がオープンします。 
 
店舗の改装には、ふるさと納税型クラウドファンディングを活用しプロジェク
トへの寄附を募り、多くの方から支援いただくことができました。 
 
店舗の運営は２人のアーティストを中心に進め、『エンバイボックス』では陶芸
体験教室や植物を使ったワークショップスペースの場として、また『うえのへや
写真館』では地域に根付いたスタジオ運営を目指すとともにイベントやワーク
ショップの開催を予定しています。 

日時：６月１０日（土）11 時～17 時 

場所：北本市栄 7 1-25（北本団地商店街） 

プレオープンでは、プロジェクト関係者やクラウドファ

ンディングの寄附者にもお越しいただき、店舗お披露目

会とワークショップを開催する予定です。 

応援したいプロジェクトへダイレクトに寄付し、ふるさと納税と同様に税控除を
受けることができるふるさと納税型クラウドファンディングを活用しました。 

（実施期間） 令和４年１１月２４日～令和５年２月２１日 

（寄 附 者） １４０名 

（寄附金額） ２１１万６，０００円 ※目標金額達成！ 

（事 業 者） 合同会社暮らしの編集室 

▲ 新店舗メンバーの４人 

資料２
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団地商店街での過去の取組 

合同会社暮らしの編集室とは 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

北本団地は築 50 年を超える市内大型団地です。団地中心地には商店街があり
ますが、少子高齢化に伴いシャッター街となっています。 
 
そこで、市内まちづくり事業者である「暮らしの編集室」や UR 都市機構等と
連携し地域資源の発見活用を通して、北本団地の活性化に取り組んでいます。 
 
令和３年５月には商店街にある住宅付き店舗を活用、改装しシェアハウス＆シ
ェアキッチン 『中庭』をオープンしました。 
オープンから現在に至るまでに、ジャズ喫茶の運営や５０回以上の音楽ライ
ブ、福祉団体等と連携したイベントなどを開催しています。 
 
翌年には２店舗目となるシェアアトリエ＆ギャラリーまちの工作室『てと』を
オープンしました。３人のものづくり作家さんを中心に、ワークショップや展
示会などを開催し、ものづくりを通して北本団地地域に賑わいを作り出してい
ます。 

「暮らしの中からまちに楽しみをつくりだす」
をテーマに、令和元年６月より活動しているま
ちづくりのチームです。 
（令和２年４月に合同会社設立） 
 
メンバーは観光協会職員、カメラマン、建築家
など様々な背景を持つ、北本団地出身在住の若
手メンバーが参加しています。 
 
 
暮らしの編集室ホームページ 
http://kitamotokurashi.com/ 
 

▲ ２店舗目のシェアアトリエ＆ギャラリー 

まちの工作室『てと』 

▲ １店舗目のシェアハウス＆シェアキッチン 

 「中庭」（ジャズライブの様子） 
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 表彰式に出席します 

報 道 関 係 各 位 令和５年６月１日 

北本市役所政策推進部

市長公室 

シティプロモーション・広報担当 

０４８-５９４-５５０５ 

koho@city.kitamoto.lg.jp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「広報きたもと」令和４年９月号が、全国広

報コンクール(日本広報協会主催、都道府県

審査を通過した自治体作品「広報紙」「写真

（一枚・組み）」「映像」「ウェブサイト」「広報企

画」448点を審査)の最高賞「内閣総理大臣

賞」を受賞しました。さらに、「まちの参加を

創る・発信する 北本団地商店街活性化プロ

ジェクト」が広報企画部門で入選を果たしま

した。北本市は昨年の同コンクールでも屋外

の仮設マーケット事業が内閣総理大臣賞を受

賞しています。２年連続での内閣総理大臣賞

受賞は、1964年から続く歴史ある同コンク

ールで２例目です（１例目は愛媛県内子町）。  

「広報きたもと」が、全国広報コンクール最高賞の内閣総理大臣賞を受賞しました 

作品概要（広報きたもと令和４年９月号）/内閣総理大臣賞 

特集「ここがわたしの居るところ」 

家庭や職場・学校に次ぐ「第３の居場所」をテーマに、「ここ

がわたしの居るところ」を作成。市役所芝生広場で定期開催する

「&green market」をはじめとする、さまざまな「居場所」とそこ

に参加する人たちや居場所づくりを仕掛ける人たちなど７人３団

体のインタビューを全12ページにわたり掲載しました。地域に居

場所ができて日常が豊かになったという人、親子の居場所や障が

広報日本一！ 

広報きたもと令和４年９月号
号 

６月23日(金)10:30～11:30 

内閣総理大臣賞受賞 

いの有無に関わらず皆が参加できる居場所を作る人、居場所づくりを支援する人などを取材し、北本の

「第３の居場所」づくりの活動を多角的に捉え、個々の活動の価値とともに、そうした活動が生まれる

北本というまちの価値を伝える紙面としています。 

発行後は、紙面で紹介した居場所に訪れる人が増え、「こういう場所があるんだと知って救いになっ

た」「元気をもらった」とのお声をいただいたほか、市ホームページの広報紙の掲載ページへのアクセ

ス数が70％増・Facebook投稿の閲覧数が５倍になるなどの反響がありました。 

２年連続 

とちぎ岩下の新生姜ホール(栃木文化会館) 

(栃木県栃木市旭町12-16) 

 日時 

 場所 

・第60回全国広報広聴研究大会内(定員200人)で表彰 

・北本市は特選団体として事例発表を行います 
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担当者から一言 

全国広報コンクール 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

少子高齢化の進む築50年が経過した約

2000戸の大型団地と、ほとんどが空き店

舗となっていた団地内の商店街において、

メンバーに団地出身者、団地在住者のいる

まちづくりチーム「暮らしの編集室」が、市民

提案型ふるさと納税クラウドファンディング

を活用して「北本団地活性化プロジェクト」

を実施。目標寄附金額を達成し、「ジャズ喫茶『中庭』」「まちの工作室てと」をオープンし、団地

内外からやりたいことを持ち寄れる場所として新たな賑わいを生み出しています。 
 
 
【令和４年全国広報コンクール 広報企画部門 特選 内閣総理大臣賞】 

『北本市の暮らしの魅力が自動で拡散！「屋外の仮設マーケット」がシティプロモーションの鍵に！ 

「マーケットの学校」と「&green market」』 

【令和３年全国広報コンクール 広報企画部門 入選】 

『&green(アンドグリーン)－３つの意欲を高める北本市シティプロモーション－』 

【令和２年全国広報コンクール 広報企画部門 入選】 

北本トマトカレー～創られたＢ級グルメが、自立し、 市への愛着・誇りを育む 

【平成２９年全国広報コンクール 2部門（広報紙・広報企画部門） 入選】 

財政状況伝えるマンが北本市の財政状況を伝えます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品概要（広報企画「まちの参加を創る・発信する 北本団地商店街 

活性化プロジェクト」）/広報企画部門入選 

直近の受賞歴（全国広報コンクール） 

北本市は、令和３年度から広報紙の内製化を開始し、紙面の企画・取材・原稿作成・編集を一

貫して広報担当が行っています。一方、シティプロモーションとして、市民の皆さんとワーク

ショップや屋外の仮設マーケットなどを通して北本の魅力を考え、体験し、実践してきまし

た。その過程で見出した北本の魅力――「所属や年代に寄らず、ゆるやかに繋がり出会える

場所があること」を伝える広報として、今回の特集を企画しました。シティプロモーションで

培った市民の皆さんとのつながりがあったからこそ、今回のように１人1人のストーリーに光

を当てた紙面を作ることができたと考えています。 

北本には、まちに価値を生み出す人たち、場所が多くあります。その時代に確かに存在した

人の想いや活動を伝え、残していくこともまた、広報担当の大切な役割です。今回の受賞を

機に、北本の皆さんの魅力がより広く伝わることを心から願っています。 

都道府県でまず各部門の代表作品を決定。都道府県を勝ち抜いた代表作品が審査されます。いわ

ば広報界の甲子園のようなものです。北本市は2部門（広報紙・広報企画部門）に県代表として出場

し、広報紙部門において、全部門の特選の中から特にすぐれた作品として内閣総理大臣賞を受賞し、

全国自治体広報の頂点に立ちました。6月23日に栃木県で表彰式が開催され、北本市は内閣総理大

臣賞を受け取ります。 

資料２

－8－



報 道 関 係 各 位 令和５年６月１日 

北本市役所政策推進部

市長公室 

シティプロモーション・広報担当 

０４８-５９４-５５０５ 

koho@city.kitamoto.lg.jp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

広報きたもと令和５年６月号では、漫画で公共施設マ

ネジメントを伝える特集「-未来につなぐ、緑ある交流拠

点-栄市民活動交流センター」を掲載します。 

この漫画を描いたのは、公共施設マネジメントを所管

する政策推進部長。これまでのシリーズを含めて、すべて

スマートフォンで描いています。 

 

「 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 」 漫 画 シ リ ー ズ 第 ４ 弾 を 発 行 し ま す 

概要 

漫画で伝える公共施設マネジメント

職員が描く！ 

広報きたもと令和５年６月号「-未来につなぐ、緑ある交流拠点-栄市民活動交流センター」 

令和３年３月まで栄小学校に通っていた「元気くん」 

に、栄小学校の卒業生「チナツ」とその上司「カトウ」 

が新たにできる「栄市民活動交流センター」について 

解説します。 

【過去のシリーズ】 

・「北本市公共施設マネジメント実施計画」 

(広報きたもと令和2年6月号） 

・「ミライに繋げる計画進行中！」 

(広報きたもと令和2年10月号） 

「みんなで描いた栄小のミライ！」(広報きたもと令和4年11月号） 

漫画作成者：福島 弘行▶ 
(６月１日より政策推進部長) 

普段公共施設を 

使わない方たちにも 

ぜひ読んでいただき 

たいです！ 
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報 道 関 係 各 位 令和５年６月１日 

北本市役所 政策推進部 

市長公室 秘書担当 

０４８-594-5502 

a02600@city.kitamoto.lg.jp 

 

副市長に新井信弘氏が就任 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年６月１日付で新井信弘氏が北本市副市長に就任しました。 

新井氏は、本市の職員として、総務部副部長、市民経済部長、政策推進部長 

などを歴任してきました。 

１ 副市長予定者  新井
あらい

 信
のぶ

弘
ひろ

 氏（５６歳） 

２ 任      期  令和５年６月１日から令和９年５月３０日まで（４か年） 

３ 略      歴 

平成 ３年４月 北本市役所入庁(北本市教育委員会事務局社会教育課) 

平成２３年４月 市民経済部産業観光課副課長 

平成２４年４月 市民経済部産業観光課長併農業委員会事務局長 

平成２５年４月 総合政策部政策推進課長 

平成２６年４月 総務部総務課長 

平成２７年４月 総務部副部長兼総務課長 

平成２７年６月 総務部副部長兼税務課長 

平成２９年４月 市民経済部長 

令和 ２年４月 行政経営部長 

令和 ５年４月 政策推進部長 

令和 ５年６月 副市長 

新井副市長よりコメント 

６月から副市長として新たな立場で働かせていただきます。より安心して暮らしやすい   

北本市に、より良いサービスを提供する北本市役所にするため、これまでの経験を 

活かし、市長をサポートしてまいります。 
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